
○津山市建築物エネルギー消費性能適合性判定等実施要綱 

平成２９年４月１日 

津山市告示第３２号 

改正 令和元年１２月２日告示第１７４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は，建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律

第５３号。以下「法」という。）の規定により，市長が行う建築物エネルギー消費性能

適合性判定（以下「適合性判定」という。）及び届出等の審査等に関し，法及び建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号。

以下「省令」という。）に定めのあるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において使用する用語は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号），

法，省令及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年／経済産業省

／国土交通省／令第１号）において使用する用語の例による。 

（軽微な変更の証明に関する事項） 

第３条 省令第１１条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を

受けようとする者は，軽微変更該当証明申請書（様式第１号）の正本及び副本を市長に

提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請に添付する図書については，省令第２条第１項の規定を準用す

る。 

３ 市長は，第１項の規定による申請に対し軽微な変更に該当していることを証する書面

を交付するときは，軽微変更該当証明書に当該申請書の副本及び添付図書を添えて，こ

れを当該申請者に交付するものとする。 

４ 前項の軽微変更該当証明書の交付を受ける前に申請を取り下げようとする者は，軽微

変更該当証明申請取下届出書（様式第２号）を市長に届け出なければならない。 

（届出等に関する事項） 

第４条 法第１９条第１項（同条第４項において読み替えて適用する場合を含む。）及び

法附則第３条第２項（同条第５項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定に

よる届出並びに法第２０条第２項及び法附則第３条第８項の規定による通知（以下「届

出等」という。）に関し，省令第１２条第１項（省令第１４条第１項において準用する

場合を含む。），省令第１３条の２第３項及び省令第１４条第３項に規定する市長が必

要と認める図書は，次に掲げる図書とする。 

（１） 省令第１条第１項の表の（い）項に掲げる設計内容説明書 

（２） 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則（平成１２年建設省令第２０号）

第４５条第１項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた場合にあって

は，当該認証書（当該届出等に係る計画が一戸建ての住宅に係るものであって，日本

住宅性能表示基準別表１の５の５―１断熱等性能等級に係る評価が等級４であり，か

つ，同表の５の５―２一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級４又は等級５であ



ることを証するものに限る。）の写し 

（３） その他市長が必要と認める図書 

２ 前項第１号に掲げる図書に明示すべき事項については，省令第１条第１項及び第２項

の規定を準用する。（当該図書の設計者の記名及び押印に係る規定を除く。） 

３ 届出等に関し，省令第１２条第４項（省令第１４条第１項において準用する場合を含

む。）及び省令第１３条の２第６項に規定する市長が不要と認める図書は，次に掲げる

図書とする。 

（１） 第１項第１号及び第２号に掲げる図書の提出がある場合は，省令第１３条の２

第３項の表に掲げる図書以外の図書 

（２） その他市長が不要と認める図書 

（取下届出書の提出） 

第５条 適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受ける前に建築物エネルギー消費性

能確保計画の提出又は通知を取り下げようとする者は，建築物エネルギー消費性能確保

計画取下届出書（様式第３号）を市長に届け出なければならない。 

（完了検査申請書に添付する書類） 

第６条 建築基準法第７条第１項若しくは第７条の２第１項の規定による検査の申請又は

同法第１８条第１６項の規定による通知（以下「完了検査申請等」という。）をしよう

とする特定建築物の建築主は，完了検査申請等に係る建築物の建築物エネルギー消費性

能確保計画に省令第３条に該当する軽微な変更があった場合は，建築基準法施行規則（昭

和２５年建設省令第４０号）第４条第１項第５号（同規則第４条の４の２及び第８条の

２第１３項において準用する場合を含む。）に規定する書類の一部として，次の各号に

掲げる変更の場合に応じ，それぞれ当該各号に定める図書を建築主事（津山市建築基準

法施行細則（平成７年津山市規則第１６号）第１条の２に規定する建築主事をいう。次

項において同じ。）に提出しなければならない。 

（１） 建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更の場合 建築物エネルギー消費

性能確保計画に係る軽微な変更説明書（様式第４号），変更内容説明書A（様式第４号

の２）及び当該変更内容を説明する図書 

（２） 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について，一定の範囲内でエネ

ルギー消費性能を低下させる変更の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る

軽微な変更説明書（様式第４号），変更内容説明書B（様式第４号の３）及び当該変更

内容を説明する図書 

（３） 建築物のエネルギー消費性能に係る計算により，建築物エネルギー消費性能基

準に適合することが明らかな変更（建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変

更を除く。）の場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書（様

式第４号），軽微変更該当証明書又はその写し及び当該証明に要した図書の写し 

２ 完了検査申請等をしようとする特定建築物の建築主は，建築物エネルギー消費性能基

準に係る工事監理の状況を記載した省エネ基準工事監理報告書（様式第５号又は様式第

６号）を建築主事に提出しなければならない。 



（特定建築物に係る基準適合命令等） 

第７条 法第１４条第１項の規定による命令は，基準適合命令書により行うものとする。 

２ 法第１４条第２項の規定による要請は，基準適合要請書により行うものとする。 

（指示，命令等） 

第８条 法第１６条第１項，第１９条第２項又は附則第３条第３項の規定による指示は，

指示書により行うものとする。 

２ 法第１６条第２項，第１９条第３項又は附則第３条第４項の規定による命令は，改善

命令書により行うものとする。 

３ 法第１６条第３項，第２０条第３項又は附則第３条第８項の規定による協議は，協議

書により行うものとする。 

（報告の徴収） 

第９条 特定建築行為をしようとする建築主等は，法第１７条第１項の規定により市長か

ら報告を求められたときは，特定建築物の省エネ基準適合状況報告書（様式第７号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 届出等をした建築主等は，法第２１条第１項の規定により市長から報告を求められた

ときは，建築物の省エネ基準適合状況報告書（様式第８号）を市長に提出しなければな

らない。 

（適合性判定手数料の免除） 

第１０条 市長が法第１３条第２項及び第３項の規定による適合性判定を市長に求める場

合は，津山市建築関係手数料条例（平成１２年津山市条例第２８号。以下「条例」とい

う。）第９条の規定により，条例第６条第１号及び第２号に規定する手数料を徴収しな

い。 

２ 市長が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を市長に求める場合は，条

例第９条の規定により，条例第６条第８号に規定する手数料を徴収しない。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか，適合性判定及び届出等の審査等に関し必要な事

項は，市長が別に定める。 

付 則 

この告示は，公示の日から施行する。 

付 則（令和元年１２月２日告示第１７４号） 

この告示は，公示の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


